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森林災害等復旧造林事業補助金交付規則 

 

昭和56年12月１日規則第86号 

最終改正 平成29年３月21日規則第22号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、暴風雪等による激甚
じん

災害を受けた森林の復旧事業を行う者に対して補助金を交

付することにより、被災森林の早期回復と林業経営の安定を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「補助事業」とは、別に定める災害を受けた人工造林地において行う森林

災害等復旧造林事業をいう。 

２ 「森林災害等復旧造林事業」とは、森林災害復旧造林事業及び県単雪害等復旧造林事業をいう。 

３ 「森林災害復旧造林事業」とは、激甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭

和37年法律第150号）第11条の２の規定に基づく事業であって、次の各号に掲げるものをいい、その

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 被害木等の整理 次号の跡地造林と一体的に行うことが必要な激甚
じん

災害を受けた樹木（当該

激甚
じん

災害を受けた樹木以外の樹木であって、当該激甚
じん

災害を受けた樹木の伐採跡地における造林

の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。）の伐採及び搬出（搬出に必要な砕断及び

集積を含む。）であって、別に定める森林災害復旧造林事業の技術的基準（以下「技術的基準」

という。）に適合して行われるものをいう。 

(２) 跡地造林 被害木等の伐採跡地における森林の復旧を目的として、苗木の植栽又は種子の播
まき

付け及びこれらに伴う作業であって、技術的基準に適合して行われるものをいう。 

(３) 倒木起こし 激甚
じん

災害により倒伏した造林木（以下「被災倒伏木」という。）の引起こしで

あって、技術的基準に適合して行われるものをいう。 

(４) 作業路の開設 前３号に掲げる作業を行うために必要な作業路を開設する事業をいう。 

４ 「県単雪害等復旧造林事業」とは、次の各号に掲げる事業のうち別に定めるものをいい、その意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 県単除・間伐 激甚
じん

災害を受けた人工林の林木の回復を図ることを目的として、折損木等の

伐採及び除去並びにこれらに伴う作業を行う事業をいう。 

(２) 県単倒木起こし 激甚
じん

災害を受けた人工林の林木の回復を図ることを目的として、被災倒伏

木の引起し及びこれに伴う作業を行う事業をいう。 

(３) 県単作業路の開設 第１号の作業を行うために必要な作業路を開設する事業をいう。 

(４) 倒木起こし機の整備 被災倒伏木を引き起こすために使用する機械を整備する事業をいう。 

(５) 県単被害木等の整理 跡地造林と一体的に行うことが必要な被害木等の伐採及び搬出（搬出

に必要な砕断及び集積を含む。）を行う事業をいう。 

５ この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者で、森林災害復旧造林事業にあっては

市町村（財産区及び一部事務組合を含む。以下同じ。）、森林組合、生産森林組合、岩手県森林組

合連合会及び森林法施行令（昭和26年政令第276号）第11条第８号に規定する団体（以下「任意団体」

という。）で別に定めるものをいい、県単雪害等復旧造林事業にあっては森林法（昭和26年法律第

249号）第２条第２項に規定する森林所有者（国、県、国立研究開発法人森林研究・整備機構並びに

経営する森林面積が500ヘクタールを超える会社及び個人を除く。）及び任意団体をいう。 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第３条 補助金は、補助事業者が補助事業を行った場合に要した経費に対し、予算の範囲内で交付す

る。 

２ 補助額は、森林災害復旧造林事業にあっては別に定める標準経費（作業路の開設にあっては、当

該標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額）の３分の２に相当する額、県単雪害等復旧造

林事業にあっては別に定める標準経費（県単作業路の開設にあっては、当該標準経費と実行経費と

を比較していずれか低い額）に２分の１の範囲内で知事が定める率を乗じて得た額とする。 
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（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、森林災害等復旧造林事業が完了した後、別表に掲

げる森林災害等復旧造林事業補助金交付申請書に同表に掲げる添付書類を添えて、別に定める提出

期限までに所管する広域振興局長（以下「局長」という。）に提出しなければならない。 

（補助金の交付の決定） 

第５条 局長は、前条の申請書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を

行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 局長は、前項の決定をしたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。 

(１) 補助事業の施行地の成林に必要な保育等の管理を行うこと。 

(２) 補助事業の実施年度以降２年以上の森林保険に加入すること。 

(３) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に森林以外の用

途へ転用する場合（補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設

定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）は、あらかじめ

局長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還

すること。 

２ 局長は、補助事業者が補助金の交付の申請、請求及び受領を代理人に委任して行う場合は、代理

人に森林災害等復旧造林事業補助金調書（様式第５号）を作成させ、関係書類とともに整理保管さ

せるべき旨の条件を付するものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、局長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める

ときは、条件を付することがある。 

（補助金の交付） 

第７条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとする場合は、

別表に掲げる森林災害等復旧造林事業補助金請求書を、別に定める提出期限までに所管する局長に

提出しなければならない。 

２ 局長は、前項の書類を受理した場合において、交付の決定の内容と適合すると認めたときは、速

やかに補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第８条 局長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

(１) 第６条第１項若しくは第２項に規定する条件又は同条第３項の規定に基づき付した条件に違

反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 局長は、前項の規定に基づく取消しをしたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第９条 補助事業者は、前条第１項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消された場合において、

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、局長の命ずるところにより補助金

を返還しなければならない。 

（準用規定） 

第10条 岩手県補助金交付規則（昭和32年岩手県規則第71号）第16条の２から第19条までの規定は、

この規則に基づく補助金について準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるの

は、「局長」と読み替えるものとする。 

 

附 則（平成29年３月21日規則第22号） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の森林災害等復旧造林事業補助金交付規則に定める様式は、この規則の施

行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前

の例による。 
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別表（第４条、第７条関係） 

提出書類及び添付書類 様式 提出部数 

森林災害等復旧造林事業補助金交付申請書 第１号 １部 

１ 森林災害等復旧造林事業実施内訳明細書 第２号 

２ 施業図 第３号 

３ 森林災害等復旧造林事業実行位置図（５万分の１の地形図）   

４ 樹苗需給確認証（樹苗需給の確認を受けた者のみとする。）   

５ 分収造林契約書の写し、受託若しくは請負契約書の写し又

は森林法施行令第11条第８号に規定する団体等の規約の写し 

  

６ 補助金の交付申請書の提出、請求及び代理受領に関する委

任状（代理人に委任して提出する場合のみとする。） 

  

７ 作業路の開設に係る出来高設計書（補助事業者が作業路の

開設を請け負わせて実施した場合に限る。） 

  

８ 請負契約書及び設計書の写し（市町村が請け負わせて事業

を実施した場合に限る。） 

  

９ その他局長が必要と認める書類   

森林災害等復旧造林事業補助金請求書 第４号 １部 

 


